
第１７ 電気設備 

 

危政令第９条第１項第１７号に規定する「電気工作物に係る法令」については、電気設備に関す

る技術基準を定める省令（平成９年３月２７日通商産業省令第５２号）によること。 

  なお、電気設備の設置にあっては、次により指導する。◆ 

 

１  防爆構造の適用範囲  

⑴  引火点が４０℃未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合  

⑵  引火点が４０℃以上の危険物であっても、その可燃性液体を当該引火点以上の状態で貯蔵し、

又は取り扱う場合  

⑶  可燃性微粉（危険物、非危険物を問わない。）が滞留するおそれのある場合 

 

２  危険区域の分類  

１⑴又は⑵において貯蔵し、又は取り扱う危険物（以下「引火性危険物」という。）の蒸気が漏

れ、又は滞留するおそれのある場所（以下「危険区域」という。）の分類は次による。 

⑴  特別危険箇所 特別危険箇所とは、連続し、長時間にわたり、又は頻繁に、ガス又は蒸気が爆 

発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所をいう。 

⑵  第１類危険箇所 第１類危険箇所とは、通常の状態において、特別危険箇所及び第２類危険箇 

 所に該当しない箇所をいう。 

⑶  第２類危険箇所 第２類危険箇所とは、通常の状態において、ガス又は蒸気が爆発の危険のあ

る濃度に達するおそれが少なく、又は達している時間が短い箇所をいう。 

 

３  危険区域の範囲２において分類した危険区域の範囲の決定は、次による。 

 (1)  屋内の場合  

ア  引火性危険物を建築物（当該引火性危険物を取り扱っている部分が壁によって区画されて

いる場合は、当該区画された部分とする。以下同じ。）内において取り扱う場合であって、当

該引火性危険物を大気にさらす状態で取り扱う設備（以下「開放設備」という。）にあって

は、当該設備から蒸気が放出される開口面の直径（開口面が円形以外のものである場合は、

当該開口面の長径）に相当する幅（その幅が ０．９ｍ未満の場合は、０．９ｍとする。）以 

上 で 、ま た 、注入口を有する容器等に詰替えをするもの（以下「詰替容器」という。）に

あっては、０．９ｍ以上の幅でそれぞれ開口面又は注入口を包囲し、かつ、その覆われた水

平投影面で床まで達する範囲内を第１類危険箇所、その他の部分を第２類危険箇所とする

（第 １７－１図参照）。 



 

第１７－１図 引火性危険物を建築物内の開放設備で取り扱う場合 

 

イ  貯蔵タンク、取扱タンク、容器、継手（溶接継手を除く。）を有する配管等その他密閉され

た設備を用いて引火性危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物内の部分は、第２類危険箇所と

する。  

ウ  引火性危険物を取り扱う開放設備で、室内を移動して使用するものにあっては当該室内の

移動範囲に当該開放設備があるものとみなし、アの例による。  

エ  アからウまでによるほか、換気設備等により引火性危険物の蒸気を引火する危険性のない

十分安全な濃度に希釈することができ、かつ、換気設備等の機能が停止した場合に、必要な

安全装置を設けること等により、危険区域を室内の一部に限定することができる。 

⑵ 上屋を有するローリー積場及び容器充塡所等の場合 上屋を有するローリー積場及び容器充 

塡所等の場合で、屋外と同程度の換気が行われる場所については、次による。 

ア  引火性危険物を移動タンク貯蔵所又は容器に充塡するものにあっては、蒸気が放出される

注入口の周囲に ０．９ｍの幅で注入口を包囲し、かつ、その覆われた水平投影面で床まで達

する範囲内は第１類危険箇所とする（第 １７－２図参照）。 

イ  アによる場合であって、蒸気が放出される注入口の周囲に １．８ｍの幅で注入口を包囲し、  

 かつ、その覆われた水平投影面が床まで達する範囲及び床面から高さ ０．９ｍの範囲内で上  

屋の水平投影面までの範囲で前アに示す範囲を除いた部分は第２類危険箇所とする（第１７

－２図参照）。 

 

 



 

第１７－２ 図上屋を有するローリー積場 

 

⑶  屋外の場合 屋外において、貯蔵タンク、取扱タンク、容器、継手（溶接継手を除く。）を有 

する配管等その他密閉された設備を用いて引火性危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合の当該設 

備に接して設置する電気機器は、第２類危険箇所の範囲内にあるものとする。  

⑷  屋外タンクの場合 引火性危険物の屋外タンク貯蔵所の通気口の周囲１．５ｍ及び屋外貯蔵 

タンクの周囲０．６ｍの範囲並びに防油堤の内側で防油堤の高さより下部の範囲内は、第２類 

危険箇所とする（第１７－３図参照）。 

 

 

第１７－３図 屋外タンク貯蔵所 

 

⑸  地下タンクの場合 引火性危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクのマンホール内は、第 

２類危険箇所とする。 

⑹  給油取扱所の場合(1)から(5)によるほか、第１７－⒋図から第１７－１３図までの斜線部分 

又は懸垂式固定給油設備のポンプ室は、第２類危険箇所とする。【H２４消防危７７】【H１３

消防危４３】 

 



 

第１７－４図 地上式固定給油設備（可燃性蒸気流入防止構造以外） 

 

 

※ 管理区域には、給油作業に係る機器以外は設置しないこと。裸火等の存する可能性がある機

器及び高電圧機器等は設置しないこと（第１７－６図～第１７－８図において同じ）。 

 

第１７－５図 地上式固定給油設備（可燃性蒸気流入防止構造） 



 

第１７－６図 地上式固定給油設備（可燃性蒸気流入防止構造） 

 

 

第１７－７図 地上式固定給油設備（可燃性蒸気流入防止構造） 



 

第１７－８図 地上式固定給油設備（可燃性蒸気流入防止構造） 

 

 

第１７－９図 懸垂式固定給油設備（可燃性蒸気流入防止構造以外） 



 

第１７－１０図 混合燃料調合器 

 

 

（２面以上が開放されているものを除く。） 

第１７－１１図 整備室 



 

第１７－１２図 専用タンク等の通気管 

 

 

第１７－１３図 遠方注入口 



⑺  ガイドラインによる場合 詳細なリスク評価により、精緻な危険区域を設定する場合は、平 

成３１年４月に経済産業省が策定した「プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関 

するガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）によること。【H３１消防危８４】  

なお、ガイドラインの運用については次によること。      

ア  ガイドラインが対象としている危険区域の種別は、「電気機械器具防爆構造規格」（昭和

４４年労働省告示第１６号）や「工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆２００６）」（独立

行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所）等、国内の防爆に関する基準等に

おいて示される第２類危険箇所に相当するものであること。 

イ  危険区域の設定対象となる設備・配管等の周囲において、当該危険区域外に固定式の非

防爆機器を設置する場合には、危険物が流出して可燃性蒸気が滞留する事態に備え、非防

爆機器への通電を緊急に遮断できる装置（以下「緊急遮断装置」という。）やインターロ

ックを設ける等の措置を講じること。 また、事故発生時の応急措置や緊急遮断装置の操

作方法等について、従業員への教育を徹底すること。 

ウ  火災や流出事故が発生した場合には、危険区域外であっても、予期せぬ場所に可燃性蒸

気等が滞留しているおそれがあることから、可搬式の非防爆機器の使用に当たってはガス

検知器等により安全を確保すること。  

エ  センサーやタブレット等を用いた危険物施設の点検や災害時の現場確認等は、予防規程

に定めることとされている「危険物の保安のための巡視、点検及び検査」や「災害その他

の非常の場合に取るべき措置」等に該当するものであることから、当該事項を定める自主

行動計画が策定された場合は、当該自主行動計画を予防規程に定めること。 また、予防

規程の作成義務のない施設においても、非防爆機器の使用に伴う危害防止の観点から、当

該自主行動計画を安全管理に関する社内規定やマニュアル等に位置付けるとともに、資料

提出を行わせること。 

 

４  電気機器の防爆構造の選定  

⑴  危険区域に設置する電気機器の防爆構造は、「電気機械器具防爆構造規格（昭和４４年労 

働省告示第１６号。以下「構造規格」という。）」又は技術的基準に適合するものであるこ 

と。 

なお、技術的基準とは、国際電気標準会議（IEC）が制定した国際規格（IEC 規格）に基

づいて製造された電気機器が、構造規格第５条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するも

のと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準であり、「電気機械器具防爆構

造規格第５条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有する

ことを確認するための基準等について（平成２７年８月３１日基発０８３１第２号厚生労働

省労働基準局長通達）」により指定された「工場電気設備防爆指針—国際整合技術指針」の

第１編（JNIOSH−TR−４６−1：２０１５）から第９編（JNIOSH−TR−４６−：２０１５）

まで又は「電気機械器具防爆構造規格第５条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するもの

と同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について（平成３０年３月２８

日基発０３２８第１号厚生労働省労働基準局長通達）」により指定された「工場電気設備防

爆指針—国際整合技術指針２０１８」の第２編 JNIOSH−TR−４６−１：２０１８）から第５

編（JNIOSH−TR−４６−９：２０１８）、第７編（JNIOSH−TR−４６−７：２０１８）及び

第９編（JNIOSH−TR−４６−９：２０１８）をいう。 

⑵  防爆構造の選定は第１７－１表を原則とするが、第１類危険箇所に安全増防爆構造又は油 

入防爆構造の電気機器を設置する場合には、技術的基準に適合するもの（Exe、Exo）を設 

置するよう指導する。 



⑶  通常において著しく可燃性蒸気等が発生又は滞留する場所は、特別危険箇所として取り扱 

い、設置する電気機器は本質安全防爆構造（ia、Exia）のものとするよう指導する。  

 

第１７－１表防爆構造の選定の原則 

電気機器の防爆構造の種類と記号  使用に適する危険箇所の種別  

準拠規格  防爆構造の種類及び記号  特別危険箇所  第１類危険箇所  第２類危険箇所  

構造規格  

本質安全防爆構造 ia  ○  ○  ○  

本質安全防爆構造 ib  ×  ○  ○  

樹脂充てん防爆構造 ma  ○  ○  ○  

樹脂充てん防爆構造 mb  ×  ○  ○  

耐圧防爆構造 d  ×  ○  ○  

内圧防爆構造 f  ×  ○  ○  

安全増防爆構造 e  ×  △  ○  

油入防爆構造 o  ×  △  ○  

非点火防爆構造 n  ×  ×  ○  

特殊防爆構造 s  —  —  —  

技術的基準 

本質安全防爆構造 Exia  ○  ○  ○  

本質安全防爆構造 Exib  ×  ○  ○  

樹脂充てん防爆構造 Exma 〇 〇 〇 

樹脂充てん防爆構造 Exmb × 〇 〇 

耐圧防爆構造 Exd  ×  ○  ○  

内圧防爆構造 Exp  ×  ○  ○  

安全増防爆構造 Exe  ×  ○  ○  

油入防爆構造 Exo  ×  ○  ○  

非点火防爆構造 Exn × × 〇 

特殊防爆構造 Exs  —  —  —  

備考  １  表中の記号○、△、×、－の意味は、次のとおりである。  

○印：適するもの 

△印：法規では容認されているが、避けたいもの  

×印：適さないもの －印：適用されている防爆原理によって適否を判断するもの  

２  特殊防爆構造の電気機器は、その防爆構造によって使用に適する危険区域が決定されるる。 

 

５  防爆電気機器の表示等 

 構造規格による防爆構造の電気機器には、構造規格に基づく表示が、技術的基準による防爆

構造の電気機器には、IEC に整合した表示がされている。  

なお、防爆構造等の記号が一括して表示される場合には、次の、⑴、⑵、⑶、⑷の順序で表

示することが定められている。  



また、技術的基準による防爆構造の電気機器のみ、防爆構造のものであることを示す記号

“Ex”が表示されている。 

⑴  防爆構造の種類  

防爆構造の種類を示す記号は、第１７－２表のとおりである。 

 

第１７－２表 防爆構造の種類を示す記号 

防爆構造の種類  

記号  

構造規格による防爆構造  技術的基準よる防爆構造  

耐圧防爆構造  d  d  

内圧防爆構造  f  px 又は p 

安全増防爆構造  e  e  

油入防爆構造  o  o  

本質安全防爆構造  ia 又は ib  ia 又は ib  

樹脂充てん防爆構造  ma 又は mb  ma 又は m 

非点火防爆構造  n  nA、nC、nR 又は nL 

特殊防爆構造  s  s 

備考１ 一つの電気機器の異なる部分に別々の防爆構造が適用されている場合は、その電気機器のそれぞれの部分

に、該当する防爆構造の種類が記号で表示される。  

２ 一つの電気機器に２種類以上の防爆構造が適用されている場合は、主体となる防爆構造の種類の記号が初

めに表示される。  

３  ia は、爆発性雰囲気が正常状態において連続して、又は長時間持続して存在する場所で使用す 

る電気機器に表示される。 

 ４  ib は、爆発性雰囲気が正常状態において生成するおそれのある場所で使用する電気機器に表示 

される. 

 

⑵  爆発等級又はグループ 

   電気機器の爆発等級又はグループを示す記号は、第 １７－３表のとおりである。 構造規 

格による防爆電気機器は、対象とする可燃性ガス又は蒸気をその火炎逸走限界の値によっ 

て、１、２及び３の３段階の爆発等級に分類する。 

技術的基準による防爆電気機器は、３グループに分類され、坑気の影響を受けやすい鉱山 

での使用を意図する機器をグループ I、坑気の影響を受ける鉱山以外の爆発性ガス雰囲気が 

存在する場所での使用を意図する機器をグループ II、坑気の影響を受ける鉱山以外の爆発性 

粉じん雰囲気が存在する場所での使用を意図する機器をグループ III としている。  

グループ II の防爆機器は、当該防爆機器を使用とする場所における爆発性ガス雰囲気の性 

質に応じて IIＡ、IIＢ又は IIＣと細分類される。IIＣは、IIＡ及び IIＢの使用条件にも使用できる。 

    また、IIＢは、IIＡの使用条件に置いても使用できる。 グループ III の防爆機器は、当該防 

爆機器を使用とする場所における爆発性粉じん雰囲気における粉じんの性質に応じ IIIＡ、III 



Ｂ又は IIIＣに細分類される。IIIＣは IIIＡ及び IIIＢの使用条件にも使用できる。 また、IIIＢ 

は、IIIＡの使用条件に置いても使用できる。 

 

第１７－３ 爆発等級又はグル－プを示す記号 

防爆構造の種類  

 記 号  

構造規格による防爆構造  技術的基準による防爆構造  

耐圧防爆構造  

内圧防爆構造  

安全増防爆構造 

油入防爆構造  

本質安全防爆構造 

非点火防爆構造 

樹脂充填防爆構造 

特殊防爆構造  

1,2,3(a,b,c,n)備考２ 

  

  

  

1,2,3(a,b,c,n)  

Ⅱ 備考１ 

Ⅱ 

備考１ 

ⅡＡ、ⅡＢ、ⅡＣ メタン備考３ 

Ⅱ  

Ⅱ 

ⅡＡ、ⅡＢ、ⅡＣ  

 Ⅱ 備考１ 

 Ⅱ 

  備考１  爆発等級（又はグループ記号のＡ、Ｂ、Ｃ）に関係なく適用される防爆構造の電気機器に 

は、爆発等級の記号（又はグループ記号の中のＡ、Ｂ、Ｃ）は表示されない。  

また、非点火防爆構造及び特殊防爆構造における爆発等級（又はグループ記号のＡ、Ｂ、 

Ｃ）の表示は、適用する防爆構造によって決められる。  

２ 爆発等級３において、３ａは水素又は水性ガスを、３ｂは二硫化炭素を、３はアセチレン 

をそれぞれ対象とし、３ｎは爆発等級３のすべてのガス又は蒸気を対象とすることを示す。  

３  特定の可燃性ガス蒸気の爆発性雰囲気だけで使用される防爆電気機器には、爆発等級の記 

号（又はグループ記号の中のＡ、Ｂ、Ｃ）の代わりに当該可燃性ガス蒸気の名称を表示する 

場合がある。  

 

⑶  発火度又は温度等級 電気機器の発火度又は温度等級を示す記号は、第１７－４表及び第  

１７－５表のとおりである。なお、発火度（又は温度等級）の記号は、その記号を表示した 

防爆電気機器が当該ガス及びそれより小さい数字の発火度（又は温度等級）のガス又は蒸気 

に対して防爆性能が保証されていることを示す。 

第１７－４表 発火度を示す記号 

発火点（℃）  記号  電気機器の許容温度（℃） 

４５０を超えるもの  Ｇ１  ３６０  

３００を超え４５０以下  Ｇ２  ２４０  

２００を超え３００以下  Ｇ３  １６０  

１３５を超え２００以下  Ｇ４  １１０  

１００を超え１３５以下  Ｇ５  ８０  

備考１ 電気機器の許容温度は、周囲温度 ４０℃を含む。 

２ 可燃性ガス蒸気の爆発性雰囲気中だけで使用される防爆電気機器は、発火度の代わり 



に可燃性ガス蒸気の名称又は化学式を表示する場合がある。 

      

第１７－５表 温度等級を示す記号 

電気機器の最高表面温度（℃）  記号  ガス又は蒸気の発火温度の値（℃）  

４５０  Ｔ１  ４５０を超えるもの  

３００  Ｔ２  ３００を超えるもの  

２００  Ｔ３  ２００を超えるもの  

１３５  Ｔ４  １３５を超えるもの  

１００  Ｔ５  １００を超えるもの  

８５  Ｔ６  ８５を超えるもの  

備考１  温度等級の代わりに最高表面温度が表示され、又は最高表面温度のあとに括弧書きで温度等級が表示され

ることがある。このように最高表面温度が表示された電気機器は、表示された最高表面温度未満の可燃性ガ

ス蒸気に適用される。  

なお、電気機器の最高表面温度は、周囲温度４０℃を含む。 

 ２  可燃性ガス蒸気の爆発性雰囲気中だけで使用される防爆電気機器は、温度等級の代わり 

に可燃性ガス蒸気の名称又は化学式を表示する場合がある。 

 

⑷  使用条件がある場合の表示 使用条件がある場合は、構造規格による電気機器では使用条 

件の要点が、また、技術的基準による電気機器では記号“Ｘ”が表示される。 

 ⑸  防爆構造等の記号の一括表示の例 防爆構造等の記号を一括表示する場合の例は、第１７ 

－６表のとおりである。 

 

第１７－６表 防爆構造等の記号の一括表示例 

準拠 

規格  
表示内容 （一括表示例）  

構
造
規
格
に
よ
る
も
の

 

爆発等級２、発火度Ｇ４に属するガス又は蒸気を対象とする耐圧防爆構造ｄの電

気機器（ｄ２Ｇ４）  

発火度Ｇ２に属するガス等又は蒸気を対象とする内圧防爆構造ｆの電気機器 

（ｆＧ２）  

発火度Ｇ３に属するガス又は蒸気を対象とする安全増防爆構造ｅの電気機器 

（ｅＧ３）  

爆発等級１、発火度Ｇ１に属するガス又は蒸気を対象とする安全増防爆構造ｅの

電動機で、耐圧防爆構造のスリップリングをもつもの（ｅｄ１Ｇ１）  

技
術
的

基
準
に

グループⅡＢ、温度等級Ｔ４の耐圧防爆構造ｄの電気機器（ＥｘｄⅡＢＴ４）  

温度等級Ｔ５の内圧防爆構造ｐの電気機器（ＥｘｐⅡＴ５）  



最高表面温度が３５０℃の安全増防爆構造ｅの電気機器で使用条件付きのもの  

〔ＥｘｅⅡ３５０℃（Ｔ１）Ｘ又はＥｘｅⅡ３５０℃Ｘ〕  

温度等級Ｔ３の油入防爆構造ｏの電気機器（ＥｘｏⅡＴ３）  

グループⅡＣ、温度等級Ｔ６の ia 級本質安全防爆構造の電気機器  

（ＥｘiaⅡＣＴ６）  

本体が耐圧防爆構造ｄで、端子箱が安全増防爆構造ｅの、グループⅡＢ、温度等

級Ｔ３の電気機器（ＥｘｄｅⅡＢＴ３）  

⑹  小型電気機器における表示 技術的基準による電気機器において、極めて小型で表面積が

限られているものは、Ｅｘ及びＸ以外の記号を省略することが認められている 

 

６  防爆構造電気機械器具型式検定合格証と防爆構造電気機械器具用型式検定合格標章 

 労働安全衛生法に基づく防爆構造電気機械器具用型式検定に合格した防爆構造の電気機器 

には、「防爆構造電気機械器具型式検定合格証」が交付されるとともに、当該器具に「防爆構

造電気機械器具用型式検定合格標章」が貼付されるものである。  

なお、当該型式検定に合格した電気機器は、電気工作物に係る法令（電気設備に関する技

術基準を定める省令等）に適合したものと同様に扱って支障ないものである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



防爆構造電気機械器具型式検定合格証 

申 請 者   

製 造 者   

品 名   

型 式 の 名 称   

防 爆 構 造 の 種 類    

対象ガス又は蒸気の発火

度及び爆発等級  

  

定 格   

使 用 条 件   

型式検定 合格番号   

有 効 期 間   年 月 日から  年 月 日まで  印  

  年 月 日から  年 月 日まで  印  

  年 月 日から  年 月 日まで  印  

  年 月 日から  年 月 日まで  印  

   機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。  

年    月    日               

    型式検定実施者                    印 

 

 

防爆構造電気機械器具用型式検定合格標章 

備考  

１  この型式検定合格標章は、次に定めるところによること。  

(1)  正方形とし、次に示す寸法のいずれかによること 

一辺の長さ(Ｌ)         ふちの幅(l)  

イ  １．３㎝            ０．１㎝ 

ロ  ２．０㎝            ０．１㎝ 

       ハ  ３．２㎝            ０．２㎝ 

ニ  ５．０㎝            ０．２㎝ 

ホ  ８．０㎝            ０．３㎝ 

(2)  材質は、金属その他耐久性のあるものとすること。 

(3)  地色は黒色とし、字、ふち及び線は黄色又は淡黄色とすること。 

 ２ 「労（年月）検」の欄中（年月）は、型式検定に合格した年月又は更 

  新検定に合格した年月を（平１２．８）のごとく表示すること 

 


